
委員回答まとめ

　ｓｓｓｓｓ回答

委員ｓｓｓｓｓｓｓｓｓ
(敬称略)ｓｓｓｓｓｓ

ｓ

議題（１）正副会長の選出について
議題（２）令和元年度事業実績及び
令和２年度事業予定について

議題（３）次期プランの策定について 議題（４）パートナーシップ制度について

その他
全体をとおして、議題に限らずご意見がござ
いましたご記入ください。

資料５　Ⅰ計画策定の趣旨と背景について 資料５　Ⅱ計画の基本的な考え方について 資料６　体系図（案）について
その他「次期プラン」についてのご意見があれ
ばご記入ください

資料８<<検討課題Ⅰ：対象>>について
資料８<<検討課題Ⅱ：住所地の要件>>につ
いて

資料８<<検討課題Ⅲ：養子縁組の取扱い>>
について

検討課題以外についてのご意見等がありまし
たらご記入ください。

・施策に載せるレベルではないですが、男性国
家公務員の育休1ヶ月以上の方針が今年度か
ら出されており、市職員への導入もご検討いた
だけましたら幸いです。

賛同です。 書面会議のご手配、ありがとうございました。東　浩司
〇
今年度もよろしくお願いします。

今年度は感染対策の制約があり、無理をせ
ず、柔軟に実施ください。

・昨年度議論した内容であり、異論ございま
せん。

事実婚のケースも対象にしている素案を評価
します。

多様な事情を抱えるケースにも対応できるよ
うに、双方が市内に転入予定のケースも対象
にしたらどうか。

多様な事情を抱えるケースにも対応できるよ
うに、養子縁組のケースも対象としたらどう
か。

９その他　通称名の使用の容認は評価します。
人権的な視点で市民や業者への周知啓発を
ぜひ進めていただきたい。

「重点目標5　セクシュアルマイノリティの立場
の理解し、支援を進めること」や、総合的かつ
きめ細かい支援を目指しているが、藤沢市の
ホームページでは「主な相談案内」からセク
シュアルマイノリティの方たちの相談案内に
つながらなかった。簡単につながるようにした
方がよいと思う。
相談窓口の設置（民間団体と相談事業の提
携など）あるいは相談窓口の情報掲示がもと
められるのではないか。

飯島　薫 〇
・名称が「ふじさわジェンダー平等プラン」に
変更され、基本理念がより明確になりました。

・重点目標の表現がわかりやすくなりました。

・特にないです。 いいと思います いいと思います
やむを得ず養子縁組をしている方が多いと思
います。養子縁組をしていても対象としてい
いのでは？

特にないです
まだまだ勉強不足なので、いろいろな方のご
意見を伺い勉強したいです。

井澤　美幸
〇
初めての参加になります。よろしくお願いしま
す。

特にないです。よろしくお願いします。

・保育に関わるうえでも虐待やDVについて目
の当たりにしたり、実際に関わることもありま
す。虐待やDVについては保育とあわせて考
えていけたらよいと思います。

・人権に関しては、「子どもの人権」や「保育
者の人権」について考えさせられることが多
いです。
・また、ジェンダー平等についても、個々を認
めて尊重していける社会になってほしいで
す。

・特にないです。

・男女平等、男女共同参画、ジェンダー平等
と、言葉があふれるなかで、大変な努力の結
果と思います。敬意を払います。
・今後は、具体的な文言の作成や施策の立
案・調整のなかで、庁内での理解をすすめると
ともに、市民にとってのわかりやすさという点も
意識していく必要があると思います。引き続
き、よろしくお願いします。

事実婚を含むのが望ましいと考えます。

(ｲ) 双方が市内に転入予定でも対象としてい
る自治体
　　３０自治体（47自治体中）うち県内自治体
４自治体（６自治体中）が適切と思います。
理由は、パートナーシップ制度の需要として、
住宅に関する契約時がかなりあるからです。
転入予定で、制度を利用したいかたなどが使
えるようにすることが大切と思います。横浜市
でも、制度があっても、周知が不十分なた
め、適切な運用がなされてないケースなど
が、報告されています。

パートナーシップ制度は、婚姻という法的身
分関係とは別のものですので、同じく養子縁
組の有無に左右されることは必要ないと考え
ます。

具体的な手続きについては、別途さだめるもの
と思いますが、先行自治体での問題点や工夫
している点などを十分取り入れてください。
また、不動産業者や病院など、対象となりする
業種の方たちへの周知方法や、一般的な啓発
活動についても、あわせて検討してください。こ
れなしには、仏作って魂いれずに、なりかねま
せん。

行政全体に関わる計画ですので、大変なご
苦労があったこと、忍ばれます。今後とも、よ
ろしくおねがいします。「ジェンダーメインスト
リーム」の語は、やはり難しいでしょうか。これ
がはいると、行政全体への目配りも、しやすく
なるのではないかと思います。

井上　匡子 〇 〇

・背景説明は、バランスがとてもよいと思いま
す。特に厚労省の「困難を～」が入っていると
ころは、とてもよいと思います。
・そのほかの要素としては、LGBT関係の文
科省の通達は今回のプランの内容とも関係し
ているので、追加してみるとよいのではない
でしょうか。
・また、SDGｓやジェンダー投資など、経済界
の状況もここ３年ほどの世界的な状況ですの
で、要素が入るとよいと思います。国連など
の国際的な状況は、必要と思います。
・最後に、時期的に難しいところはあります
が、コロナ禍の関係で政府の方針が出てい
ます。このあたりも検討してみてはどうでしょ
うか。

・計画の名称の「ジェンダー平等」はとてもよ
いと思います。計画の中でジェンダー平等の
特徴を踏まえた施策づくりやその推進が可能
になる文言にできるとよいと思います。ジェン
ダー平等と男女共同参画の理念の関係、あ
るいは従来の男女平等との違いなども、確認
しておく必要があると思います。
・重点目標１については、「ジェンダー平等の
社会を実現するためには、性別、人種、年
齢、障がいの有無にとらわれず、」のところ
に、「性的指向など」をいれるべきです。重点
目標5との整合性の点からも必要です。
・また、男女共同参画の理念を実装させてい
くためには、「ジェンダー・メインストリーム」は
とても重要です。どこかに、明示することが必
要と考えます。
・重点目標２について、「それは、社会の多様
性と活力を高めることにもつながります。」と
いうところを「それは、諸個人の人権を擁護す
るだけでなく、社会の多様性と活力を高める
ことにもつながります。」として、ジェンダー平
等が人権とともに政策的にも重要であること
を確認できるとよいと思います。

・施策が、それぞれの性質・特徴にあわせて
整理されていると思います。気になる点は、
事業体としての藤沢市自体の取組がどこに
入るのかが、はっきりしません。これは、各項
目の中に埋め込まれていると考えてよいで
しょうか。男女参画の推進にとって、事業体と
しての藤沢市の動きは、とても重要ですの
で、目立つ形にした方がよいと思います。

性的少数者なのかどうかが事実婚にどのよう
につながっていくのかがよくわからない。今少
し議論を重ねないと時期尚早で混乱しそう。
事実婚は含まない方が良いと考えます。

予定は未定で市内への転入ができなかった
場合は、事務的に煩雑であり
制度への信頼関係にもひびが入る可能性が
ありそう。はっきり双方が市民とする方が現
在は良いと考えます。付け加えは、機が熟し
てからできると思います。

関係の重複を避けるために、養子縁組は扱
わない方がが良い。

今回の新型コロナ等においてパートナーの一
方が陽性反応を示した場合、相手が特定され
るのを嫌がっている場合が報道されていまし
た。このような場合の個人情報の扱いや対応、
人権、プライバシーに配慮できる社会への教
育・理解を求める関係機関との連携組織の構
築も併せて検討していかなければと考えます。

新型コロナを機会に、選択の多様性が、ます
ます多くなってきたように思います。新しい生
活様式の工夫の中で（テレワーク・オンライン
会議・学習・仮想キャンパス、飲食等含む）い
ろいろなところにアンテナを張って多様性から
生まれてきた、ひずみやあつれきなどの問題
解決を柔軟に素早く対応できる、相談機関や
支援機関との密な連携を構築しておきたい。
更に良い点などを積極的にPRできる、広告
媒体等を準備することも検討したい。

小野　隆弘 〇

その他の男女共同参画推進事業令和2年度
予定に「４．PCやスマートフォンを活用し、積
極的に情報発信を行い啓発活動をする。」を
付け加えたらと考えました。

・パワハラ防止法が６月１日に施行されまし
たが、指導とパワハラの境界が指針では示さ
れておらずあいまいであるため、今後、混乱
が予想されているようです。
・ステイホームで性犯罪の増加も心配されま
す。

・P20（１）重点目標１の５行目「に、」の次を
「家庭、地域社会、職場」の順としたいです。
理由は、社会をつくる最小単位は、家庭でそ
の集まりが地域その活動の場が職場と考え
るからです。
・P20（１）重点目標１の学校教育での取組に
「インクルーシブ教育」の文言が欲しいと考え
ます。
・P21（４）重点目標４のなかに「声を出せない
人々をどのように表面化させられるかの方策
のことも」表現できたらよいと考えました。ま
た、４行目「被害者に対してスピード感を持っ
た…」を付け加え、より充実したものを創って
いく表現にしたいです。
・ここで、以下の内容も検討したいです。
P21（５）重点目標５、重点目標６に関係すると
ころかと思いますが、特に、今回の新型コロ
ナのような場合は、感染者や病院関係者、介
護関係者や子供に対しても周囲やメディア、
SNSの言葉の暴力や誹謗中傷、デマなどに
よる嫌がらせによる暴力（死者も今回出てい
ます）、さらにネット上の攻撃（ヘイトクライム）
が、男性優位の社会構造を反映し女性に向
けて増加して行く傾向が見られそうです。この
ようなことについてを盛り込むこともありだと
考えます。しかも、速いスピードで拡散してい
る状況です。10年間のスパンプランであれば
こそ、この先、同じような傷病や災難が巡って
こない保証はなく、それに男女参画課として
備える対応策も必要ではないでしょうか。そ
れに関係部署・他機関などとの連携組織をも
構築しておかなければ、スピードある対応が
取れず、被害者の増加や傷が大きくなること
が考えられます。

・プランの実効性を高めるためには、ポジティ
ブ・アクションを含む具体的な推進体制が欠か
せません。特に課題のある分野は、きちんと課
題を明示し、（例：市議に占める女性の割合が
少ない→市議に占める女性を増やすための政
策、共働き世帯を支える保育園が少ない→保
育園の数を増やし、内容を充実する、など）、課
題解決型の取組が必要だと考えます。

案に賛成です。事実婚を含むことで、セクシュ
アル・マイノリティの方々も特定できない安心
感があると思いますし、一方で法的に保護さ
れている事実婚の人々も、なかなか対外的
にはパートナーとしての関係を示しにくいた
め、パートナーシップ証明書があることでその
働きができるのではないかと考えます。

案に賛成です。対処は藤沢市民であり、一方
が３カ月以内転入予定までを含めればよいと
考えます。

セクシュアル・マイノリティの方々のなかに
は、これまでパートナーとして婚姻ができない
ため、養子縁組をすることで家族となって暮ら
して来た人たちがいらっしゃいます。今回の
パートナーシップ宣誓は法的なものではない
ため、法的な関係である養子縁組の方がより
強く、パートナーへの権利（遺産相続など）を
考えた場合は、養子縁組を解消するメリット
はないと考えます。ゆえに、養子縁組を解消
せずとも、パートナーシップ宣言ができること
が望ましいと考えます。

「４宣誓者の要件」の（３）ですが、現在の「配偶
者（事実上の婚姻関係にある者を含む。）がい
ないこと」の部分が、まるでこれから宣誓しよう
とする２人が事実婚であったら除外されるかの
ように聞こえます。ここは単に重婚を避けるた
めの記述と考えます。この文章内で「宣誓をし
ようとする相手以外の者と」を文頭にもってくれ
ば、事実婚、パートナーシップともにないことに
なると考えます。

新型コロナ対策で文書による議論が続いて
おりますが、やはり議論は大切だと考えま
す。今後、実際に会議をすることが難しい状
況になるようでしたら、ぜひインターネットでの
会議を検討してください。ネットでの会議に参
加できない方からは、これまで通り文書等で
ご意見を頂戴すればいいかと思います。

片岡　理智

〇
前期協議会でも、まとめ役として力を発揮し
てくださった木村会長、井上副会長のさらなる
ご活躍をお願い申し上げます。

新型コロナのなかで、前年度並みの講座や
イベントをしていくのが困難とは想像します
が、新たな方法を考えながら、事業を遂行し
ていってください。質問ですが、「啓発用DV相
談窓口案内カード」が両年度にまたがってい
ますが、これは２年続けた事業ですか？

・了承しました。国と比較し、M字カーブの深さ
や、女性の非正規雇用者が多いこと、「女性
がずっと職業をもつ方がよい」と考える人の
割合が低いことなどから、藤沢市独自の政策
が必要かと考えます。また、2030年をピーク
に人口減少に転じる市の人口動向を加味し、
この10年で若い世代が暮らし続けやすい藤
沢市を構築し、アピールしていく必要がある
かと考えます。

・これまでなかなか実現しなかった「ジェン
ダー」と「平等」をプラン名称として採用するこ
とになったことに、深い感慨をもって賛成いた
します。重点目標２の「あらゆる分野へのジェ
ンダー平等の促進」は、おそらく「あらゆる分
野への参画」から来ているもので、今回は平
等ですから、「あらゆる分野でのジェンダー平
等の促進」になるかと思います。

・重点目標５「多様な性を尊重する社会づく
り」について。このたび、パートナーシップ宣
誓制度が導入されることもあり、力を入れら
れた項目だとは思いますが、１つの課題で１
つの重点目標を掲げるだけの、その他の施
策や事業があるのでしょうか？ない場合は、
重点目標６の誰もが安心して暮らせる環境づ
くり、に移動した方がいいかと思います。

事実婚も対象とすることに賛成です
「（イ）双方が市内に転入予定でも対象」でよ
ろしいかと思います。

現状に即した皆さまからのご意見を参考にさ
せていただきたいです。

木村　麻紀

・P５見出し「国や県の動向、国際的な潮流」
に変更。
・P６の７行目「ジェンダーギャップ指数におい
ても、」→「…おいては、」に変更。

・P20重点目標２「あらゆる分野でのジェン
ダー平等の促進」に変更。

・重点目標２の体系図 「２－① キャリアアッ
プ促進」に変更。



　ｓｓｓｓｓ回答

委員ｓｓｓｓｓｓｓｓｓ
(敬称略)ｓｓｓｓｓｓ

ｓ

議題（１）正副会長の選出について
議題（２）令和元年度事業実績及び
令和２年度事業予定について

議題（３）次期プランの策定について 議題（４）パートナーシップ制度について

その他
全体をとおして、議題に限らずご意見がござ
いましたご記入ください。

資料５　Ⅰ計画策定の趣旨と背景について 資料５　Ⅱ計画の基本的な考え方について 資料６　体系図（案）について
その他「次期プラン」についてのご意見があれ
ばご記入ください

資料８<<検討課題Ⅰ：対象>>について
資料８<<検討課題Ⅱ：住所地の要件>>につ
いて

資料８<<検討課題Ⅲ：養子縁組の取扱い>>
について

検討課題以外についてのご意見等がありまし
たらご記入ください。

・意見なし。 ・意見なし。 ・意見なし。 ・意見なし。 ・意見なし。

現在、本市青少年課の事業で小学校での居
場所見守りをしておりますが、外国につなが
る児童が複数在籍しており、保護者との日本
語のやり取り不自由を感じておられるのでは
と痛感しました。
子育て支援事業の充実に、学校での面談
時、スクールカウンセラー相談時通訳の活用
等、必要だと思います。
外国につながる児童への支援は、今後増加
するであろうと思います。各学校へニーズ等
ヒアリングする必要もあると思います。

小林　朋子 〇

デートDV防止啓発チラシ等を本市公立中学
２年生全員配布に変更調整いただき誠にあ
りがとうございます。
コロナによる長期休校で中高生の妊娠の増
加、家庭内DVの増加など子どもまたは弱者
へそのしわ寄せがいくことはあってはならな
いと考えます。
インクルーシブ藤沢の理念に基づき、子ども
たちを丁寧に支えていくことが重要と考えて
います。

・意見なし。

・誰もが生きやすい社会の実現、インクルー
シブ藤沢の理念に基づくのであれば、重点目
標４「あらゆる暴力の根絶」に、子どもや弱者
への暴力も含めてほしいと考えます。
・また、重点目標６「誰もが安心して暮らせる
環境づくり」には、外国につながりのある方、
またその子どもも含まれると思います。その
子どもたちが置いていかれない環境づくりが
必要と考えます。

・意見なし。

・各種具体的啓発活動のうち、講演会等は録
画して開催会場に居ない人も後日聴講できる
ようにしてはいかがでしょうか。

近隣自治体と制度を合わせて協定締結する
ことを想定すると、事実婚まで入れるべきと
考えます。

一方が市民で他方が市内へ転入予定という
部分は同意いたしますが、仕事等の事情を
考えると3か月という規定は短いように感じま
す。
但し、協定締結予定の3市（横須賀市、鎌倉
市、逗子市）の要件が3か月ということでした
ら、3市の状況に合わせることを優先した方が
当事者は利用しやすいかもしれません。

協定締結予定の3市（横須賀市、鎌倉市、逗
子市）の状況に合わせると当事者は利用しや
すいと思います。

仕事等の関係上、一時的に一方が転居した場
合の扱いはどうなるのでしょうか。資料7記載の
県営住居は退去するのでしょうか。

特にございません。高橋　晴子 〇
よろしくお願いいたします。

基本的には異議はございません。
但し、講演会等はコロナの第2波を想定して
オンラインでの開催も視野にいれて検討して
はいかがでしょうか。

・「子供ができたら職業を中断する・・・」という
結果が全国調査よりかなり高く、その結果が
M字カーブの全国との差異に顕著に表れて
いることが興味深く感じられました。
実際のところ、そうなると非正規雇用での再
就職が多くなり、責任あるポストにつくことが
難しくなるのが現在のメンバーシップ型雇用
主流の日本の現状かもしれません。
・再就職時に責任ある仕事につけるような施
策（職業訓練、保育園開園時間の延長、病児
保育の充実、サテライト（シェア）オフィスへの
公的支援など）が盛り込めると良いと考えま
す。

・ジェンダー中心のプランではありますが、一
部障がい者、貧困、高齢者などのジェンダー
とは直接かかわりが薄い人たちへの施策計
画が盛り込まれています。
全体のプラン名が”ふじさわジェンダー平等プ
ラン2030”であると前述の人たち向けの施策
が盛り込まれていることが分かりずらいと思
いました。副題で例えば”多様な人たち（ダイ
バーシティ）の活躍を推進するまち”といった
表現を入れてはいかがでしょうか。

・特にコメントありません。次期計画の方が分
かりやすい体系になっていると思います。

・特にありません。
幅広くとらえる必要があると思います。した
がって事実婚を含めて対象とすることが望ま
れます。

市長が認めるものであることから現段階にお
いて素案に賛成です。

現段階において養子縁組のパートナーシップ
制度は、制度上の様々な問題と重複すること
が考えられる。重複する部分の整理を進めな
がら考える必要がある。

特にありません 特にありません田坂　宜文 〇
デートＤＶ防止啓発パンフレットを若年層にも
配布することは大変有効な事業と思う。継続
していくことが必要

・社会情勢の変化に沿った対応を行うため
に、必要な時期に改定しながら進めていくの
は重要なことと思います。

・プランの名称も時代とともに変化（進歩）し、
将来を見通した姿が市民等に見えるようにす
る必要があると思います。そういう意味で分
かりやすい名称だと思います。

・見やすく、わかりやすい体系図になっている
と思います。

・オンラインの活用
感染症対策で、オンラインの活用があらゆる分
野ですすみ、子ども、青少年から成年、老年の
各世代、家族、企業、団体問わず、様々な活用
が始まりました。これは後戻りはなく、今後オン
ライン、VR、そしてリアルの活動が手軽にでき
るようになると考えます。施策の方向にその工
夫を前提とした考えを取り入れ、具体的な事業
で活かしてほしいです。
・SDGｓに関連して
ご存じのように、ジェンダーの平等と女性のエ
ンパワーメントが実現されない限り、SDGｓは達
成されません。藤沢市でも、SDGｓ視点から市
の将来像を明確にし、バックキャスティング（逆
算）の発想で施策、事業を検討、推進すると市
長も言われています。次期プランの「施策の方
向」を何らかの形で、SDGｓとのタグ付けを行
い、次期プランの方向を示した方がよいと考え
ますがいかがでしょうか。

素案通り、セクシュアル・マイノリティに限ら
ず、事実婚も対象にするのが適当と考えま
す。

私は、一方が市民であれば対象とする方が
よろしいと考える。仕事や様々な事由で、どち
らかが住所を移せない。あるいは「旧の関
係」で住所を移すことにより著しい支障が発
生するなどに考慮すべきではないでしょうか。

養子縁組を行って生活しているのは、社会的
に生活の支障があったわけなので、加えて
パートナーシップ宣誓制度も享受できるよう
にする方が良いと思います。

１．パートナーシップ宣誓制度は市としての受
領書を発行するという制度であると思います
が、本制度の周知にあたり制度の発効と同時
に、より多くの具体的に享受できる行政サービ
スを整備して頂くと共に、新たな行政サービス
が始まった場合についても、対応できるか必ず
検討するよう制度化した方がよろしいと思いま
す。新たなサービスの享受対象から外れてしま
うのは課題と思います。

with/afterコロナの世界では、人とのつながり
の希薄化、社会の在り方、働き方など変わっ
てくると言われております。これは、より人々
のつながりが重要でありながらフィジカルの
関係が希薄になっていく可能性を秘めている
と思います。　私が思いにすぎませんが、より
大切なこととして、寛容な想像力〜「優しい想
像力」そしてつながりの新しいかたち〜「思い
やりの紡ぎ方」などで、具体的な人間関係に
なるのではないでしょうか。そしてつながりの
新しいかたち〜「思いやりの紡ぎ方」などで、
具体的な人間関係になるのではないでしょう
か。人とのつながりでは、子育て、教育、介
護、そして家族の関係など、関係性を保つこ
とに新たな取り組みが必要になってくると言
われています。また、働き方でも、例えば在
宅勤務あるいはサブ拠点勤務など、経済・企
業の在り方が大きく変わり、オンラインを主体
にあるいはリアルも融合した様々な業態が立
ち上がってくると思います。「ふじさわ男女共
同参画プラン2030」にも、このような社会のあ
り方の変化を見定めながら、この趣旨への反
映を検討頂けるとよろしいのではと思いま
す。また、次の時代への課題や施策の方向
性についても、論議を出来たらよいと思って
おります。よろしくお願いいたします。

富山　渉
〇
正副会長について、両氏が適当と考えます。

実績および今年度事業予定について、適当
と考えます。

・背景として、藤沢市の現状の捉え方として
はよいと思います。
・SDGｓについては2030の目標として並列的
にとらえていること、及びジェンダーギャップ
指数について書き及んでいることはよいと思
います。できれば、ジェンダーギャップ指数に
ついては各項目の内容について、注釈でよ
いので掲載した方がよいと思います。
・藤沢市としてまた資料４に「新型コロナウィ
ルス感染症拡大に伴う外出の自粛が、DV・
虐待の増加につながるなど、」とありますよう
に、市の政策、国、県問わず、社会経済全体
に大きな変化をもたらすと考えます。今後の
10年にも長く影響すると思いますので、趣旨
と背景にも、このことを言及すべきと考えま
す。

・３つの基本理念のうち、「固定的性別役割分
担意識の解消」については、県も基本理念と
して あげているので重要な課題だと思いま
す。P７「３　藤沢市の現状」のなかで、「（７）
性別役割分担意識」には反対の人が多い
が、実際に「（８）『女性が職業をもつこと』に
ついての考え」の「（女性が）ずっと職業をも
つ方がよい」は、藤沢市の調査では男性女性
とも国の調査と比較しても低くなっています。
一方、「子どもができたら職業を中断し、子ど
もに手がかからなくなったら再びもつ方がよ
い」は国の全体と比較して26ポイント多くなっ
ています。調査の項目、母数等で差異が発
生して いると思いますが、藤沢市では子育て
世代が多く、現実的には男女どちらか～大半
は女性と思うが 子育てのためにキャリアを中
断せざる得ない現実が見えてきます。このこ
とは、重点目標の１、２、３に家族のあり方や
これを形成している社会・経済について、より
強く書き込んで頂けるとよいのではないでしょ
うか。
・重点目標４「あらゆる暴力の根絶」では、
ジェンダー平等の社会の実現の観点から、配
偶者等からの暴力を主に述べているが、そ
れだけでなく児童、高齢者、障がい者など他
の社会的弱者への虐待～ハラスメントについ
ても言及すべきと考えます。
・重点目標５「多様な性を尊重する社会づく
り」として、独立した目標になったことはよいと
思います。

・重点目標４の「1－① 暴力を容認しない社
会づくり」では、資料５のP22「５ 計画の位置
づけ・基本的方向」で、DV防止法の第２条
「市町村基本計画」を含むと記述されていま
すが、DVはもちろん、ハラスメントなど含めて
という考え方では、より人々の繋がりが重要
でありながらフィジカルの関係が希薄になっ
ていく可能性を秘めていると思います。より大
切なことは、「優しい想像力」、「思いやりの紡
ぎ方」などで、具体的施策の方向として、例え
ば、「暴力を容認しない社会づくりへ『優しい
想像力を持った人間性』を育む」のような趣
旨補完するような言葉を加えてはいかがで
しょうか。
・重点目標６の「３－① 生涯にわたる健康づ
くりの推進」でも、前記の意見と同様、「心の
ケア」を施策方向として明示いただいた方
が、具体的な事業への推進に繋がると考え
ます。例えば、「『人生100年時代』に向けた
身体と心の健康づくり」など、健康面を幅広く
とらえられるように示したらいかがでしょうか。

・個々の課題のところに書かせていただきまし
たが、重点目標についてはもう少し吟味してい
ただけるとよいと思います。

事実婚の方々も、現行の婚姻制度の狭間で
救済を求めている方々います。近隣の市との
連携もあるようですし、入れる制度設計で良
いと思います。

提案のような形、片方が市在住、片方が転居
予定で良いかと思います。

パートナーシップ条例がない中で、さまざまな
社会的不利益があって、「養子縁組」をしてい
るケースもあるかと思います。解消した場合
は対象とするでよいのではないかと思いま
す。

パブリックコメントの際、条例だけではなかなか
意見が寄せられないように思います。自治体
相互間利用などを含め、解説を付すことができ
るといいと思います。

書面会議ですと、言葉がうまく伝わらないか
もしれません。いろいろ書いたことについて、
意味不明など、説明不足など戻していただけ
ると助かります。

樋浦　敬子
〇
次期プランに向けて、お二人にお願いしたい
です。

デートDV啓発チラシの中学校配布、とても前
向きで良いことだと思います。プラン委員会で
の議論も踏まえたものであると思います。た
だ配布で終わらせるのではなく活用して予防
教育実施へ向かうと更に効果的であると考え
ます。

・“SDGｓ”は、大切な視点であると思います。
ジェンダー平等は、１７のゴールの一つにとど
まらず、前文に「これらは、すべての人々の
人権を実現し、ジェンダー平等とすべての女
性と女児の能力強化を達成することを目指
す。」とあることにも触れていただくとよいので
はないかと思います。
・また、藤沢市の現状では、「女性の労働力
率」のM字の谷が低くなっていることや、「女
性が職業を持つこと」についての考えが国と
大きく異なることを分析していくことも今後の
プランには必要かと思いました。昨年３月公
表のアンケートのまとめでは、年代別の特徴
もあるように見えます。

・「将来像」は、ジェンダー平等を打ち出せて
よかったと思います。
・３つの基本理念の「理念」はよいのですが、
文章が気になります。２つ目の文章は、「ワー
ク・ライフ・バランス」がゴールで、そのために
は「誰もが多様な分野に参画し、互いに認め
育て合う社会環境を実現する」ことが必要で
あると読めます。現行計画の２つ目の基本理
念と「ワーク・ライフ・バランス」を一緒にしたも
のになったためですが、違和感があります。
神奈川県の基本理念のように、「ワーク・ライ
フ・バランスを実現する」として、「誰もが、多
様な分野に参画し、互いに認め育て合う共に
生きる社会を実現する」と２つに分けるのは
いかがでしょうか。また「環境を実現する」と
いう表現にも違和感があり、「社会を実現」に
しました。「環境の実現」は、現行計画でも
使っているので、気にならないということであ
れば「社会環境を実現する」でもよいですが、
「共に生きる」をあえてはずさなくてもよいの
ではないでしょうか。
・３つ目の基本理念も「をはじめ」という言い
方に違和感があります。「困難な状況にある
人々への支援を充実させ、誰もが健康で安
心して暮らせる社会を実現する」ではいかが
でしょうか。ここも「社会環境の実現」の方が
よければそこはこだわりません。
・重点目標についてはよく練られていると感じ
ました。

・施策の方向性の整理がすすんで、内容の
重複がなくなり、わかりやすくなりました。ただ
し「男女平等を基礎とした平和の推進」の削
除（現行計画の重点目標１ ３－②）につい
て、広義の平和は欠乏や不平等も問題にし
ていく流れのなかで、藤沢市独自に「平和」が
プランに残ってもよいのかなと思いました。
・また、「外国人市民のとの多文化共生の推
進」を重点目標６ １－①に含む変更は、違和
感があります。重点目標６は支援の問題で、
重点目標１は「人権意識」の問題として載せ
られているのだと思います。支援だけでなく、
「異文化理解」や「異文化尊重」の要素も今ま
では含まれているように思います。重点目標
６ １－①に支援というのはその人たちの尊重
というのが前提であるということが意識されれ
ばそれでもよいのかなと思います。修正案と
しては、検討の余地がありますが、「尊重しつ
つ、支援」などと書くのもよいと思います。
・また、項目の整理はとてもよいと思います
が、記載場所が変わると、今まで改訂のたび
に課題として認識していたことが焦点化され
なくなる恐れがないかと少し危惧しています。
例えば重点目標３ ３-①、重点目標６ １－①
などです。
・重点目標６ 課題２は「リプロダクティブ・ヘル
ス／ライツ」の文言が入って課題が明確にな
りました。ただ①の文章に「表現変更」とある
のですが、現行計画と同じですが、このまま
でよいですか。

宮川　祥子 〇


